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刑
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
案
）

刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
百
八
条
の
二
中
「
四
輪
以
上
の
」
を
削
る
。

第
二
百
十
一
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

自
動
車
の
運
転
上
必
要
な
注
意
を
怠
り
、
よ
っ
て
人
を
死
傷
さ
せ
た
者
は
、
七
年
以
下
の
懲
役
若
し
く
は
禁
錮
又
は
百
万

円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
傷
害
が
軽
い
と
き
は
、
情
状
に
よ
り
、
そ
の
刑
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
三
条
の
規
定

は
、
犯
罪
被
害
者
等
の
権
利
利
益
の
保
護
を
図
る
た
め
の
刑
事
訴
訟
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第

号
）
の
施
行
の
日
又
は
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
行
為
の
処
罰
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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（
刑
事
訴
訟
法
の
一
部
改
正
）

第
三
条

刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
百
十
六
条
の
三
十
三
第
一
項
第
二
号
中
「
第
二
百
十
一
条
第
一
項
」
を
「
第
二
百
十
一
条
」
に
改
め
る
。

（
道
路
交
通
法
の
一
部
改
正
）

第
四
条

道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
十
九
条
の
二
第
四
項
第
二
号
ニ
及
び
第
百
八
条
の
四
第
三
項
第
三
号
中
「
第
二
百
十
一
条
第
一
項
」
を
「
第
二
百
十

一
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

（
道
路
交
通
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
五
条

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
道
路
交
通
法
第
八
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
自
動
車
等
の
運
転
に
関
し
こ
の
法
律
に
よ
る

改
正
前
の
刑
法
第
二
百
十
一
条
第
一
項
（
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け

る
当
該
規
定
を
含
む
。
）
の
罪
を
犯
し
た
者
に
対
す
る
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
道
路
交
通
法
第
九
十
九
条
の
二
第
四

項
第
二
号
ニ
及
び
第
百
八
条
の
四
第
三
項
第
三
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
第
二
百
十
一
条
第
二

項
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
二
百
十
一
条
第
二
項
の
罪
、
刑
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第

号
）
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に
よ
る
改
正
前
の
刑
法
第
二
百
十
一
条
第
一
項
（
刑
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
規
定
を
含
む
。
）
」
と
す
る
。


